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改
正
労
働
安
全
衛
生
法
が
４
月
十
日
施
行

高
齢
者
の
労
災
防
止
対
策
が
急
務

高
齢
就
業
者
が
増
え
続
け
る
中
、
４
月

１
日
に
施
行
さ
れ
る
改
正
労
働
安
全
衛
生

法

（改
正
安
衛
法
）
で
は

コ
高
年
齢
労
働

者
の
特
性
に
配
慮
し
た
作
業
環
境
の
改
善
、

作
業
の
管
理
、
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
事
業
主
の
努
力
義
務
」
と

さ
れ
ま
し
た
。
厚
生
労
働
省
が
２
０
２
５

年
５
月
３０
日
に
公
表
し
た

「２
０
２
４

年
の
労
働
災
害
発
生
状
況
」
に
よ
る
と
、

２
０
２
４
年
の
雇
用
者
全
体
に
占
め
る
６０

歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
は
１９
・
１
％

（１
１
７
１
万
人
）
で
す
が
、
御
歳
以
上

の
死
傷
者
数
の
割
合
は
全
体
の
３０
．
０
％

（４
万
６
５
４
人
）
に
達
し
て
い
ま
す
。

改
正
安
衛
法
の
第
６２
条
２
項
で

「厚
生

労
働
大
臣
は
、
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施

を
図
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
こ

と
と
し
、
当
該
指
針
に
従
い
、
事
業
者
又

は
そ
の
団
体
に
対
し
、
必
要
な
指
導
、
援

助
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い

ま
す
。
こ
の
指
針
は
、
通
達
で
示
さ
れ
て

い
た

「高
年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確

保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
エ
イ
ジ

フ
レ
ン
ド
リ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
を
ベ
ー

ス
に

「大
臣
指
針

（高
年
齢
者
の
た
め
の

労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
指
針
こ

と
し

て
整
理
し
た
も
の
で
す
。

指
針
で
は
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
と

し
て
、
①
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
確
立
、

②
職
場
環
境
の
改
善
、
③
高
年
齢
労
働
者

の
健
康
や
体
力
の
状
況
の
把
握
、
④
高
年

齢
者
の
健
康
や
体
力
の
状
況
に
応
じ
た
対

応
、
⑤
安
全
衛
生
教
育
―
―
を
求
め
て
い

ま
す
。
①
で
は
、
経
営
ト
ッ
プ
に
よ
る
方

針
表
明

口
対
策
の
実
施
体
制
の
明
確
化
と

高
年
齢
者
の
労
災
防
止
の
た
め
の
リ
ス
ク

ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
、
②
の
職
場
環
境

の
改
善
は
ハ
ー
ド
面
で
は
身
体
機
能
の
低

下
を
補
う
設
備

・
機
器
の
導
入
、
ソ
フ
ト

面
で
は
高
齢
者
の
筋
力
、
バ
ラ
ン
ス
能
力
、

敏
速
性
、
全
身
持
久
力
、
間
隔
機
能
、
認

知
機
能
等
の
低
下
を
考
慮
し
て
作
業
内
容

等
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
、
③
は
墜
落

・

転
落
や
転
倒
事
故
等
の
要
因
と
も
な
る
体

カ
チ
ェ
ッ
ク
を
継
続
的
に
実
施
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で

④
で
は
、
健
康
や
体
力
の
状
況
を
踏
ま
え

て
必
要
に
応
じ
、
就
業
上
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
、
高
年
齢
者
の
健
康
や
体
力
に
応

じ
た
業
務
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
努
め
る
こ
と

等
を
求
め
て
い
ま
す
。



第27回 選択定年制と一部社員の定年を廃止

同
社
は
国
内
だ
け
で
は
な
く
世
界
各

地
で
自
動
車
の
生
産

・
販
売
を
行
う
グ

ロ
ー
バ
ル
企
業
で
す
。
２
０
１
７
年
に

６５
歳
ま
で
の
選
択
定
年
制
を
導
入
。
全

員
が
６０
歳
に
な
る
前
に
定
年
年
齢
を
本

人
の
希
望
で
選
択
で
き
、
６０
歳
以
降
も

毎
年
１
回
、
定
年
時
期
を
変
更
で
き
ま

す
。
個
々
人
の
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
が
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
定
年
時

期
を
自
分
で
選
べ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

定
年
延
長
後
の
処
遇
は
、
以
前
の
再

一展
用
社
員
の
報
酬
は
６０
歳
前
の
半
分
程

度
で
し
た
が
、
約
８
割
に
引
き
上
げ
る

と
と
も
に
、
６０
歳
前
と
同
じ
よ
う
に
諮

手
当
も
支
給
し
、
評
価
制
度
に
よ
っ
て

高
い
成
果
を
出
し
た
人
は
昇
給

ａ
賞
与

人
手
不
足
解
消
の
方
策
の
１
つ
と
し
て

一

高
齢
者
雇
用
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

一

の
た
め
定
年
を
延
長
し
た
り
、
働
き
や
す

一

い
環
境
の
改
善
に
取
り
組
む
企
業
が
増
え

一

て
い
ま
す
。
今
回
は
定
年
年
齢
を
６０
歳
か

一

ら
６５
歳
の
範
囲
で
選
べ
る
選
択
定
年
制
を

一

導
入
し
、
さ
ら
に

一
部
の
社
員
に
つ
い
て

一

は
定
年
制
度
を
廃
止
し
た
大
手
自
動
車

一

メ
ー
カ
ー
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。
　
　
　
一

も
上
が
る
仕
組
み
に
し
て
い
ま
す
。
選

択
定
年
制
の
導
入
に
よ
り
、
正
社
員
の

ま
ま
働
け
る
こ
と
を
ポ
ジ
テ
ィ
プ
に
受

け
止
め
る
人
が
多
く
、
対
象
者
の
８
割

以
上
が
６０
歳
以
降
も
働
く
こ
と
を
選
択

し
て
い
ま
す
。

選
択
定
年
制
導
入
後
は
、
役
職
者

は
原
則
と
し
て
６０
歳
で
役
職
定
年
に
な

り
、
基
本
的
に
培
っ
た
経
験
を
ベ
ー
ス

に
次
世
代
の
育
成
な
ど
の
役
割
を
担
い

ま
す
。
た
だ
し
、
高
い
技
術

・
技
能
を

持
つ
一
部
の
社
員
は
２
０
２
５
年
６

月
か
ら
定
年
制
度
を
廃
止
し
ま
し
た
。

２
０
１
７
年
に
作

っ
た
現
在
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
と
職
務
を
継
続
で
き
る

「特
別

任
用
制
度
」
の
役
職
者
が
候
補
に
な
り

ま
す
。
特
別
任
用
制
度
は
、
進
行
中
の

プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
が
あ
る
な
ど
、
今
は
抜

け
ら
れ
て
は
困
る
と
い
っ
た
会
社
側
の

エ
ー
ズ
が
あ
る
場
合
に
経
営
会
議
の
承

認
を
経
て
役
職
を
継
続
で
き
る
仕
組
み

で
す
。
定
年
廃
止
の
対
象
者
は
６５
歳
以

降
の
役
割
や
処
遇
が
そ
の
前
と
変
わ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
同
社
の

人
事
担
当
者
は

「経
営
障
の
間
で
は
も

と
も
と
定
年
を

一
定
の
年
齢
で
区
切
る

の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
い
う
議
論
も

あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
本
人
の
働
く

意
欲
や
実
力
、
組
織
へ
の
貢
献
度
合
い

に
よ
っ
て
決
ま
る
べ
き
で
あ
り
、
年
齢

は
関
係
な
い
と
い
う
考
え
方
が
ベ
ー
ス

に
あ
る
。
６５
歳
ま
で
の
雇
用
が
当
た
り

前
に
な
る
な
か
で
、
も
は
や
年
齢
で
は

な
く
実
力

・
貢
献
度
を
重
視
す
べ
き
と

い
う
議
論
を
踏
ま
え
、　
一
部
で
は
あ
る

が
６５
歳
を
超
え
て
働
け
る
仕
組
み
を
設

け
た
」
と
言
い
ま
す
。

高
年
齢
労
働
者
の
個
々
の
事
情
に

応
じ
た
働
き
方
の
柔
軟
化
に
も
対
応

し
て
い
ま
す
。
２
０
２
４
年
１０
丹
か

ら

「６０
歳
か
ら
の
短
日
勤
務

・
短
時
間

制
度
」
を
導
入
。
短
日
勤
務
は
週
３
日

勤
務
ま
た
は
週
４
日
の
フ
ル
タ
イ
ム
勤

務
を
選
択
で
き
ま
す
。
同
社
の
所
定
労

働
時
間
は
８
時
間
。
短
時
間
勤
務
は
週

５
日
勤
務
者
に
つ
い
て
７
時
間
、
６
時

間
、
５
時
間
の
短
縮
勤
務
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
、
い
ず
れ
も
育
児

・
介
護

な
ど
の
事
情
に
関
係
な
く
自
由
に
選
択

で
き
ま
す
。
「
６０
歳
以
降
は
老
後
も
含

め
て
自
分
の
第
２
の
人
生
に
つ
い
て
い

ろ
い
ろ
と
考
え
る
時
期
で
も
あ
り
、
準

備
す
る
時
間
を
取
っ
た
り
、
あ
る
い
は

体
が
き
つ
い
な
ど
、
気
力
、
体
力
を

１
０
０
％
保
つ
の
が
難
し
い
と
い
う
人

も
い
る
。
そ
の
人
た
ち
に
働
く
時
間
の

選
択
肢
を
与
え
る
目
的
で
制
度
化
し

た
」
と
言
い
ま
す
。

戦力化と
生産性向上を目指して


